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市第 117 号議案 

   横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部改正 

 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

   平成30年２月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市一般職職員の給与に関する条例（昭和26年３月横浜市条例 

第15号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項中「すべて」を「全て」に改め、同項に次のただし 

書を加える。 

  ただし、次項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。

）に係る扶養手当は、行政職員給料表の適用を受ける職員でその

職務の級が８級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受け

る職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規

則で定める職員（以下「行８級職員等」という。）に対しては、

支給しない。 

 第９条第２項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６号 

とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次 

の１号を加える。 

 (3) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

 第９条第３項中「前項第１号に掲げる扶養親族については14,000 
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円とし、同項第２号から第５号までに掲げる扶養親族」を「扶養親 

族たる配偶者、父母等については１人につき 6,500 円（行政職員給 

料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの及び同表 

以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当す 

るものとして人事委員会規則で定める職員（以下「行７級職員等」 

という。）にあっては、 3,500 円）、前項第２号に該当する扶養親 

族（以下「扶養親族たる子」という。）」に、「 6,500 円」を「10 

,000円」に改める。 

 第10条第１項中「者に扶養親族」の次に「（行８級職員等にあっ

ては、扶養親族たる子に限る。）」を加え、「場合又は」を「場合

、行８級職員等から行８級職員等以外の職員となった職員に扶養親

族たる配偶者、父母等がある場合又は」に、「次に掲げる各号の一

に該当する」を「次のいずれかに掲げる」に改め、「その旨」の次

に「（新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員

に第１号に掲げる事実が生じた場合（扶養親族たる子としての要件

を具備するに至った者がある場合に限る。）において、その職員に

配偶者がないときは、その旨を含む。）」を加え、同項第１号中「

場合」の次に「（行８級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等とし

ての要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」を加え、同

項第２号中「前条第２項第２号又は第４号」を「扶養親族たる子又

は前条第２項第３号若しくは第５号」に改め、「に至った場合」の

次に「及び行８級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要

件を欠くに至った者がある場合」を加え、同項第３号及び第４号中

「扶養親族（配偶者を除く。）」を「扶養親族たる子」に改め、同

条第２項中「に扶養親族」の次に「（行８級職員等にあっては、扶
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養親族たる子に限る。）」を加え、「、扶養親族」を「、行８級職

員等から行８級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶

者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の

規定による届出に係るものがないときはその職員が行８級職員等以

外の職員となった日、職員に扶養親族（行８級職員等にあっては、

扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による届出に係るもの」に

改め、「ない」の次に「場合においてその」を加え、「前項第１号

」を「同項第１号」に、「生じた場合においては」を「生じたとき

は」に改め、「死亡した日」の次に「、行８級職員等以外の職員か

ら行８級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項

の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親

族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員

が行８級職員等となった日」を加え、「の扶養親族」の次に「（行

８級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）」を加え、「す

べて」を「全て」に改め、同条第３項中「これを受けている職員に

更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けてい

る職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養

親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員

について同項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合又は

職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特

定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった」を「次

のいずれかに掲げる事実が生じた」に、「これらの」を「その」に

、「扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号」を「第１号」

に、「（扶養親族（配偶者を除く。）で同項」を「（扶養親族たる

子で第１項」に、「扶養親族たる配偶者」を「前条第２項第１号に
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該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者」という。）」に、

「至った場合における当該扶養親族」を「至った場合における当該

扶養親族たる子」に、「及び扶養手当を受けている職員のうち扶養

親族（配偶者を除く。）」を「、第２号に掲げる事実が生じた場合

における扶養手当の支給額の改定（扶養親族たる配偶者で第１項の

規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子」に、「なった場合

における当該扶養親族に係る」を「なった場合における当該扶養親

族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。）又は第３号若し

くは第５号に掲げる事実が生じた場合における」に改め、同項に次

の各号を加える。 

 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実

が生じた場合 

 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族（行８級職員等にあっ

ては、扶養親族たる子に限る。）で第１項の規定による届出に

係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合 

(3) 扶養手当を受けている職員について第１項第３号に掲げる事

実が生じた場合 

(4) 扶養手当を受けている職員について第１項第４号に掲げる事

実が生じた場合  

 (5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第１項の

規定による届出に係るものがある行８級職員等が行８級職員等

以外の職員となった場合  

 (6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係

るものがある行７級職員等が行７級職員等及び行８級職員等以

外の職員となった場合 
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(7) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係

るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの

がある職員で行８級職員等以外のものが行８級職員等となった

場合 

(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係

るものがある職員で行７級職員等及び行８級職員等以外のもの

が行７級職員等となった場合 

(9) 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもの

のうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子とな

った場合 

 第22条第１項中「第10条第２項」を「第９条第２項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第22条

第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間は、この条例

による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例（以下「新

条例」という。）第９条第１項ただし書の規定は適用せず、新条

例第９条第３項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶

養親族たる配偶者、父母等については１人につき 6,500 円（行政

職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの

及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこ

れに相当するものとして人事委員会規則で定める職員（以下「行

７級職員等」という。）にあっては、 3,500 円）、前項第２号」
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とあるのは「前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族た

る配偶者」という。）については12,500円（行政職員給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及び同表以外の

各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するも

のとして人事委員会規則で定める職員（以下「行８級職員等」と

いう。）にあっては10,500円、行政職員給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が７級であるもの及び同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事

委員会規則で定める職員（以下「行７級職員等」という。）にあ

っては11,500円）、同項第２号」と、「10,000円」とあるのは「 

 7,500 円」と、「11,500円）」とあるのは「11,500円）、同項第

３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養

親族たる父母等」という。）については１人につき 6,500 円（行

８級職員等にあっては 5,000 円、行７級職員等にあっては 6,000

円）（職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、

そのうちの１人については10,500円（行８級職員等にあっては9, 

 000 円、行７級職員等にあっては 9,500 円））」と、同条第１項

中「扶養親族（行８級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る 

 。）がある場合、行８級職員等から行８級職員等以外の職員とな

った職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族 

」と、「扶養親族たる子が」とあるのは「扶養親族が」と、「場

合（扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場

合に限る。）」とあるのは「場合」と、同項第１号中「場合（行

８級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備す

るに至った者がある場合を除く。）」とあるのは「場合」と、同
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項第２号中「場合及び行８級職員等に扶養親族たる配偶者、父母

等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合

」と、同項第３号及び第４号中「扶養親族たる子」とあるのは「

扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、同条第２項中「扶

養親族（行８級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）が

」とあるのは「扶養親族が」と、「なった日、行８級職員等から

行８級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父

母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定

による届出に係るものがないときはその職員が行８級職員等以外

の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「に扶養親族（

行８級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）で同項」と

あるのは「に扶養親族で前項」と、「死亡した日、行８級職員等

以外の職員から行８級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者

、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合において

その職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものが

ないときはその職員が行８級職員等となった日」とあるのは「死

亡した日」と、「の扶養親族（行８級職員等にあっては、扶養親

族たる子に限る。）」とあるのは「の扶養親族」と、同条第３項

中「前条第２項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる

配偶者」という。）」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「

改定を」とあるのは「改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規

定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族

たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族

たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養

親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を」と、「配偶者
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で第１項」とあるのは「配偶者で同項」と、「改定に限る。）又

は第３号若しくは第５号」とあるのは「改定並びに扶養親族たる

配偶者で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母

等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親

族たる子で同項の規定による届出に係るものがないものが配偶者

のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る

扶養手当の支給額の改定に限る。）又は第３号」と、同項第２号

中「扶養親族（行８級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る

。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第５号中「扶養親族たる

配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるのは「前条第２項第

１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（

以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」と、同項第７

号中「もの及び扶養親族たる子」とあるのは「もの」とする。 

３ 前項の規定は、平成31年４月１日から平成32年３月31日までの

間における新条例の規定の適用について準用する。この場合にお

いて、同項中「平成30年４月１日から平成31年３月31日まで」と

あるのは「平成31年４月１日から平成32年３月31日まで」と、「 

12,500円」とあるのは「10,500円」と、「あっては10,500円」と

あるのは「あっては 7,000 円」と、「あっては11,500円」とある

のは「あっては 9,000 円」と、「 7,500 円」とあるのは「 8,500

円」と、「 5,000 円」とあるのは「 3,500 円」と、「 6,000 円」

とあるのは「 5,500 円」と、「ついては10,500円」とあるのは「 

ついては 9,500 円」と、「 9,000 円」とあるのは「 6,000 円」と 

、「 9,500 円」とあるのは「 7,500 円」とする。 

４ 附則第２項の規定は、平成32年４月１日から平成33年３月31日 
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までの間における新条例の規定の適用について準用する。この場

合において、同項中「平成30年４月１日から平成31年３月31日ま

で」とあるのは「平成32年４月 1日から平成33年３月31日まで」

と、「12,500円」とあるのは「 8,500 円」と、「あっては10,500

円」とあるのは「あっては 3,500 円」と、「あっては11,500円」

とあるのは「あっては 6,500 円」と、「 7,500 円」とあるのは「 

9,500 円」と、「 5,000 円」とあるのは「 2,000 円」と、「6,00 

0 円」とあるのは「 4,500 円」と、「ついては10,500円」とある

のは「ついては 8,000 円」と、「 9,000 円」とあるのは「 3,000

円」と、「 9,500 円」とあるのは「 5,500 円」とする。 

 

   提 案 理 由 

昨年10月に本市人事委員会から、本市職員の扶養手当について改

定を行うよう勧告があったので、これを尊重し、かつ、国及び他の

地方公共団体との均衡を考慮して、扶養手当の額を改定する等のた

め、横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正したいので

提案する。
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 参  考  

横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案   
                    (下 段  現  行) 

（ 扶 養 手 当 ） 

                 全 て  
第 ９ 条  扶 養 手 当 は 、 扶 養 親 族 の あ る    の 職 員 に 対 し て 支 給 す 
                 す べ て 

  た だ し 、 次 項 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の い ず れ か に 
る 。 

 

該 当 す る 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 」 と い う 
 

。） に 係 る 扶 養 手 当 は 、 行 政 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ 
 

の 職 務 の 級 が ８ 級 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 
 

け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 
 

規 則 で 定 め る 職 員 （ 以 下 「 行 ８ 級 職 員 等 」 と い う 。） に 対 し て は 
 

、 支 給 し な い 。 
 

２  前 項 の 扶 養 親 族 と は 、 次 に 掲 げ る も の で 、 他 に 生 計 の 途 が な く

、 主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る こ と を 任 命 権 者 が 承 認 し

た 者 と す る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

                               
(2)  満 22 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31 日 ま で の 間 に あ る 子 
                                             及 

                               
  び 孫                           

(3)  満 22 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31 日 ま で の 間 に あ る 孫 
 

(4)  
  （ 本 文 省 略 ） 
(3)  

(5)  
  （ 本 文 省 略 ） 
(4)  

(6)  
  （ 本 文 省 略 ） 
(5)  

           扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 に つ い て は １ 
３  扶 養 手 当 の 月 額 は 、 
           前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 扶 養 親 族 に つ い て は 14  

 人 に つ き 6,500 円 （ 行 政 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 
,000 円 と し 、 同 項 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 扶 養 親 族 

の 級 が ７ 級 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 
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員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 
 

定 め る 職 員 （ 以 下 「 行 ７ 級 職 員 等 」 と い う 。） に あ っ て は 、 3,500 
 

円 ）、 前 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 た る 子 」 
 

と い う 。）           10,000 円 
に つ い て は １ 人 に つ き     （ 職 員 に 配 偶 者 が な い 
                    6,500 円 

場 合 に あ っ て は 、 そ の う ち の １ 人 に つ い て は 11,500 円 ） と す る 。 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 行 ８ 級 職 員 等 に あ っ て 
第 10 条  新 た に 職 員 と な っ た 者 に 扶 養 親 族 
 

 は 、 扶 養 親 族 た る 子 に 限 る 。）    場 合 、 行 ８ 級 職 員 等 か ら 行 
               が あ る 

場 合 又 は 

８ 級 職 員 等 以 外 の 職 員 と な っ た 職 員 に 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 
 

等 が あ る 場 合 又 は    次 の い ず れ か に 掲 げ る     
         職 員 に                事 実 が 生 
            次 に 掲 げ る 各 号 の 一 に 該 当 す る 

                         （ 新 た に 職 員 と 
じ た 場 合 に お い て は 、 そ の 職 員 は 、 直 ち に そ の 旨 

 

な っ た 者 に 扶 養 親 族 た る 子 が あ る 場 合 又 は 職 員 に 第 １ 号 に 掲 げ る 
 

事 実 が 生 じ た 場 合 （ 扶 養 親 族 た る 子 と し て の 要 件 を 具 備 す る に 至 
 

っ た 者 が あ る 場 合 に 限 る 。） に お い て 、 そ の 職 員 に 配 偶 者 が な い 
 

と き は 、 そ の 旨 を 含 む 。）  
を 任 命 権 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 

 

 。  

 (1)  新 た に 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 者 が あ る 場 

 （ 行 ８ 級 職 員 等 に 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 と し て の 要 件 
合  

 

 を 具 備 す る に 至 っ た 者 が あ る 場 合 を 除 く 。）  
 

                          扶 養 親 
 (2)  扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 っ た 者 が あ る 場 合 （ 

                          前 条 第 

  族 た る 子 又 は 前 条 第 ２ 項 第 ３ 号 若 し く は 第 ５ 号 
                     に 該 当 す る 扶 養 

  ２ 項 第 ２ 号 又 は 第 ４ 号 

親 族 が 、 満 22 歳 に 達 し た 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31 日 の 経 過 に よ り 

                    及 び 行 ８ 級 職 員 等 
、 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 っ た 場 合 
 

  に 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 っ た 者 
 

  が あ る 場 合 
を 除 く 。）  
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   扶 養 親 族 た る 子       
(3)                                  が あ る 職 員 が 配 偶 者 の な い 職 員 

   扶 養 親 族 （ 配 偶 者 を 除 く 。）  

と な っ た 場 合 （ 前 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。）  

  扶 養 親 族 た る 子       
(4)               が あ る 職 員 が 配 偶 者 を 有 す る に 
  扶 養 親 族 （ 配 偶 者 を 除 く 。）  

至 っ た 場 合 （ 第 １ 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。）  

（ 行 ８ 級 
２  扶 養 手 当 の 支 給 は 、 新 た に 職 員 と な っ た 者 に 扶 養 親 族 
 

職 員 等 に あ っ て は 、 扶 養 親 族 た る 子 に 限 る 。）  
が あ る 場 合 に お い 

 

             、 行 ８ 級 職 員 等 か ら 行 ８ 級 職 員 等 以 
て は そ の 者 が 職 員 と な っ た 日 

、 扶 養 親 族 

外 の 職 員 と な っ た 職 員 に 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 が あ る 場 合 
 

に お い て そ の 職 員 に 扶 養 親 族 た る 子 で 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 
 

る も の が な い と き は そ の 職 員 が 行 ８ 級 職 員 等 以 外 の 職 員 と な っ た 
 

日 、 職 員 に 扶 養 親 族 （ 行 ８ 級 職 員 等 に あ っ て は 、 扶 養 親 族 た る 子 
 

に 限 る 。） で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の    場 合 に お い 
が な い 

 

て そ の    同 項 第 １ 号        生 じ た と き は     
   職 員 に      に 掲 げ る 事 実 が           そ 

前 項 第 １ 号        生 じ た 場 合 に お い て は 

の 事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ こ れ ら の 日 が 月 の 初 日 で あ

る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 扶 養 手 当 を 受 け て い

る 職 員 が 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 場 合 に お い て は そ れ ぞ れ そ の 者 が 

           、 行 ８ 級 職 員 等 以 外 の 職 員 か ら 行 ８ 級 職 
退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 

 

員 等 と な っ た 職 員 に 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 同 項 の 規 定 に 
 

よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 場 合 に お い て そ の 職 員 に 扶 養 親 族 た る 
 

子 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が な い と き は そ の 職 員 が 行 
 

８ 級 職 員 等 と な っ た 日                   （ 
、 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族 

 

行 ８ 級 職 員 等 に あ っ て は 、 扶 養 親 族 た る 子 に 限 る 。）  
で 同 項 の 規 

 

            全 て  
定 に よ る 届 出 に 係 る も の の    が 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く 
            す べ て 

に 至 っ た 場 合 に お い て は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 （ こ れ ら

の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も っ
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て 終 わ る 。 た だ し 、 扶 養 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 同 項 の 規

定 に よ る 届 出 が 、 こ れ に 係 る 事 実 の 生 じ た 日 か ら 15 日 を 経 過 し た

後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の

と す る 。 

        次 の い ず れ か に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た       
３  扶 養 手 当 は 、 

こ れ を 受 け て い る 職 員 に 更 に 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ 

                              
る 事 実 が 生 じ た 場 合 、 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族 で 同 

                              
項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の の 一 部 が 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 

                              
欠 く に 至 っ た 場 合 、 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に つ い て 同 項 第 ３ 

                              
号 若 し く は 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合 又 は 職 員 の 扶 養 親 族 

                              
た る 子 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の の う ち 特 定 期 間 に あ る 

                            そ 
                    場 合 に お い て は 、 
子 で な か っ た 者 が 特 定 期 間 に あ る 子 と な っ た         こ 

の                   そ の   
事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （     日 が 月 の 初 日 

れ ら の                 こ れ ら の 

で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら そ の 支 給 額 を 改 定 す る 。 

           第 １ 号                
前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 

扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に 更 に 第 １ 項 

    
   に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合 に お け る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 
第 １ 号 

（ 扶 養 親 族 た る 子 で 第 １ 項      
定                  の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 

（ 扶 養 親 族 （ 配 偶 者 を 除 く 。） で 同 項 

                  前 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 該 当 す 
も の が あ る 職 員 で 配 偶 者 の な い も の が 

扶 養 親 族 た る 配 偶 者 

る 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 」 と い う 。）  
                        を 有 す る に 
 

至 っ た 場 合 に お け る 当 該 扶 養 親 族 た る 子 
に 係 る 扶 養 手 当 の 支 給 額 

至 っ た 場 合 に お け る 当 該 扶 養 親 族 

  、 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合 に お け る 扶 
の 改 定 を 除 く 。）  

及 び 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の う ち 扶 養 親 族 

養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 （ 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 で 第 １ 項 の 規 定 に よ 
（ 配 偶 者 を 除 く 。）  

る 届 出 に 係 る も の 及 び 扶 養 親 族 た る 子 
で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 

 

                   な っ た 場 合 に お け る 当 
係 る も の が あ る 職 員 が 配 偶 者 の な い 職 員 と 

な っ た 場 合 に お け る 当 

該 扶 養 親 族 た る 子 に 係 る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 に 限 る 。） 又 は 
該 扶 養 親 族 に 係 る 
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第 ３ 号 若 し く は 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合 に お け る 
                           扶 養 手 
 

当 の 支 給 額 の 改 定 に つ い て 準 用 す る 。 

(1)  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に 更 に 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 実 
 

  が 生 じ た 場 合 
 

(2)  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族 （ 行 ８ 級 職 員 等 に あ っ 
 

  て は 、 扶 養 親 族 た る 子 に 限 る 。） で 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 
 

  係 る も の の 一 部 が 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 っ た 場 合 
 

(3)  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に つ い て 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 
 

実 が 生 じ た 場 合 
 

(4)  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に つ い て 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 
 

実 が 生 じ た 場 合 
 

(5)  扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 及 び 扶 養 親 族 た る 子 で 第 １ 項 の 
 

  規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 行 ８ 級 職 員 等 が 行 ８ 級 職 員 等 
 

  以 外 の 職 員 と な っ た 場 合 
 

(6)  扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 
 

  る も の が あ る 行 ７ 級 職 員 等 が 行 ７ 級 職 員 等 及 び 行 ８ 級 職 員 等 以 
 

  外 の 職 員 と な っ た 場 合 
 

(7)  扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 
 

  る も の 及 び 扶 養 親 族 た る 子 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の 
 

  が あ る 職 員 で 行 ８ 級 職 員 等 以 外 の も の が 行 ８ 級 職 員 等 と な っ た 
 

  場 合 
 

(8)  扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 
 

  る も の が あ る 職 員 で 行 ７ 級 職 員 等 及 び 行 ８ 級 職 員 等 以 外 の も の 
 

  が 行 ７ 級 職 員 等 と な っ た 場 合 
 

(9)  職 員 の 扶 養 親 族 た る 子 で 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の 
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  の う ち 特 定 期 間 に あ る 子 で な か っ た 者 が 特 定 期 間 に あ る 子 と な 
 

  っ た 場 合 
 

（ 休 職 者 の 給 与 ） 

第 22 条  職 員 が 、 教 育 公 務 員 特 例 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 １ 号 ） 第 14 条

（ 公 立 の 学 校 の 事 務 職 員 の 休 職 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 32 年 法

律 第 117 号 ） 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 施 行 令 （ 昭 和 24 年 政 令 第 ６ 号 

  第 ９ 条 第 ２ 項 
）       に お い て 準 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。） の 適 用 を 受 け 
 第 10 条 第 ２ 項 

る 場 合 を 除 く ほ か 、 結 核 性 疾 患 に か か り 、 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 分

限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 27 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 。 以 下 「 分 限 条

例 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ

た と き は 、 休 職 に さ れ た 日 の 前 日 ま で の 在 職 期 間 １ 年 以 上 の 者 に

つ い て は 、 そ の 休 職 期 間 が 満 ２ 年 に 達 す る ま で 、 休 職 に さ れ た 日

の 前 日 ま で の 在 職 期 間 １ 年 未 満 の 者 に つ い て は 、 そ の 休 職 期 間 が

満 １ 年 に 達 す る ま で 、 そ れ ぞ れ こ れ に 給 料 、 扶 養 手 当 、 こ れ ら に

対 す る 地 域 手 当 及 び 住 居 手 当 の 全 額 を 支 給 す る 。 

  （ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 


